
○京丹後市入札参加資格等に関する要綱  
平成16年4月1日  

告示第14号  
 

(趣旨) 
第1条 この告示は、市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務(測量、地

質調査及び建設コンサルタントその他のコンサルタント業務をいう。以下同じ。)、物品

等の供給(物品の製造の請負、物品の売買及び貸借並びに印刷及び製本の業務をいう。以

下同じ。)及び役務の提供の競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)
に参加する者に必要な資格 (以下「入札参加資格」という。 )及び入札参加資格の審査の

申請手続等について必要な事項を定めるものとする。  
 

(入札参加資格) 
第2条 建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品等の供給及び役務の提供に関

する入札参加資格を得ようとする者 (以下「入札参加希望者」という。 )は、次に定める

要件をすべて備えていなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたと

きは、この限りでない。  
(1) 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号 )第167条の4第1項に規定する者でないこと。 
(2) 市税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。  

2 建設工事の入札参加希望者は、前項に定める要件のほか、次に定める要件をすべて備

えていなければならない。  
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者であること。  
(2) 資格審査が実施される月の1日(以下「資格審査基準日」という。)の1年7月前の日の

直後の営業年度終了の日以降に受けた直近の経営事項審査 (建設業法第27条の23第1項
に規定する経営事項審査をいう。以下同じ。)における総合評定値の通知(建設業法第27
条の29第1項に規定する通知をいう。)を受けた者であること。  

(3) 資格審査基準日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に受けた直前の経

営事項審査において審査対象に選択した工事種類別年間平均完成工事高があること。  
3 測量・建設コンサルタント等業務の入札参加希望者は、第1項に定める要件のほか、次

に定める要件をすべて備えていなければならない。  
(1) 次の表の左欄に掲げる業務の区分のうち、入札参加資格の審査を申請しようとする

ものについて、同表の右欄に定める登録等を受けている者であること。  
業務の区分  登録等  

測量  測量法 (昭和24年法律第188号 )第55条第1項の規定によ

る登録  
建築関係建設コンサルタント  建築士法 (昭和25年法律第202号 )第23条第1項の規定に

よる登録  
不動産鑑定  不動産の鑑定評価に関する法律 (昭和 38年法律第 152

号 )第22条第1項の規定による登録  
その他のコンサルタント  官公庁の許可、認可、登録等 (当該コンサルタントの業



務を営むことについて、当該許可、認可、登録等が必

要とされる場合に限る。 ) 
 

(2) 入札参加資格の審査を申請する業務について、直前の営業年度に実績業務高がある

こと。  
4 市長は、特に必要があると認めるときは、前3項に掲げる要件以外の要件を入札参加資

格として定めることができる。  
 

(入札参加資格審査の申請) 
第3条 入札参加希望者は、2年度ごとに入札参加資格の審査の申請(以下「定期申請」とい

う。 )をしなければならない。その提出期間は、年度開始直前の2月1日から2月末日まで

とする。  
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、随時に入札参加資格の審

査の申請(以下「随時申請」という。)をすることができる。  
3 定期申請及び随時申請(以下「定期申請等」という。)をしようとする者は、入札参加資

格審査申請書 (以下「申請書」という。 )に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。  
(1) 代表者の印鑑証明書又はその写し  
(2) 営業所一覧  
(3) 申請者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書又はその写し  
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

4 建設工事の入札参加資格に係る定期申請等をしようとする者は、前項各号に掲げる書

類のほか、次に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。  
(1) 建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていることを証する書類  
(2) 建設業法施行規則 (昭和24年建設省令第14号 )第21条の4に規定する総合評定値通知

書の写し  
(3) 技術者名簿  
(4) 営業所の代表者に入札及び契約に関する権限を委任する場合にあっては、当該営業

所が建設業法により営むことができる建設工事の種類を証する書類  
5 測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格に係る定期申請等をしようとする者

は、第3項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。 
(1) 第2条第3項第1号の表の左欄に掲げる業務の区分に応じ、同表の右欄に定める登録

等を有することを証する書類の写し  
(2) 技術者経歴書  
(3) 直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書  
 
(資格審査及び登録) 

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、入札参加資格があると

認めた者 (以下「入札参加資格者」という。 )を入札参加資格者名簿に登録するものとす

る。  



2 定期申請における前項の登録は、資格審査を実施する年度の3月に行うものとする。  
3 随時申請における第1項の登録は、資格審査後速やかに行うものとする。  
 

(完成工事高等の承継) 
第5条 入札参加希望者が、次の各号のいずれかに該当して営業を承継し、営業の同一性

を失うことなく引き続いて当該業務に関し営業を行う場合は、前営業者の完成工事高及

び実績業務高は、承継人の完成工事高及び実績業務高とみなす。ただし、営業に関し建

設業の許可その他の官公庁の許可、認可、登録等が必要とされる場合には、当該許可、

認可、登録等を引き続いて受けていなければならない。  
(1) 相続したとき。  
(2) 前営業者が老齢又は疾病等により営業に従事できなくなった場合において、生計を

一にする同居の親族が代わって営業するとき。  
(3) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表者に就任し、

現にその任にあるとき。  
(4) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。  
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。  

2 入札参加希望者は、前項の規定により完成工事高等を承継しようとするときは、速や

かに入札参加資格承継申請書に当該事由を証する書面その他市長が必要と認める書類を

添えて市長に申請しなければならない。  
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、資格の承継を適

当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。  
 

(入札参加資格の承継) 
第6条 前条の規定は、入札参加資格者の入札参加資格の承継について準用する。  
 

(資格の有効期間) 
第7条 定期申請による入札参加資格の有効期間は、当該定期申請に係る資格審査を実施

する年度の翌年度の4月1日から翌々年度の3月31日までとする。  
2 随時申請をした場合における入札参加資格の有効期間は、当該随時申請に係る資格審

査を実施する日から、定期申請をした業者について前項の規定により定められた入札参

加資格の有効期間の満了日までとする。  
 

(変更の届出) 
第8条 入札参加資格者は、申請書及びその添付書類の記載事項に変更が生じたときは、

速やかに入札参加資格者資格変更届に当該事由を証する書面及びその他市長が必要と認

める書類を添えて市長に提出しなければならない。  
 

(入札参加資格の取消し) 
第9条 市長は、入札参加資格者が第2条に定める要件を満たさなくなったとき、又は詐欺

その他不正の行為により入札参加資格を得たと認めるときは、その者の入札参加資格を



取り消すものとする。  
2 市長は、入札参加資格者から入札参加資格の取消しの申出があったときは、その者の

入札参加資格を取り消すものとする。  
 

(その他) 
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  
 

附 則  
(施行期日) 

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。  
(経過措置) 

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の建設工事等指名競争入札参加要綱 (平成9
年大宮町告示第16号 )又は建設工事等指名競争入札参加要綱 (昭和53年久美浜町告示第44
号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなさ

れたものとみなす。  
3 前項の規定によるもののほか、この告示の施行の日の前日までに、合併前の峰山町、

大宮町、網野町、丹後町、弥栄町又は久美浜町において現に登録された入札参加資格者

は、この告示第4条の規定によりなされた入札参加資格の登録とみなす。この場合におい

て、当該入札参加資格の有効期間は、平成17年3月31日までとする。  
（物品等の供給及び役務の提供の入札参加資格の有効期間に関する特例）  

4 第7条第1項の規定にかかわらず、平成19年2月に実施する物品等の供給及び役務の提供

の入札参加資格に関する定期申請による当該入札参加資格の有効期間は、平成19年4月1
日から平成20年3月31日までとする。  

 
附 則(平成17年1月19日告示第5号) 

(施行期日) 
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。  

(経過措置) 
2 平成16年3月1日前に経営事項審査の申請を行った者についての改正後の第2条第2項第

2号及び第3条第4項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。  
 

附 則(平成17年2月9日告示第22号) 
この告示は、平成17年3月7日から施行する。  

 
附 則(平成18年11月7日告示第168号) 

この告示は、平成18年12月1日から施行する。  


